
第１２回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年３月１９日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　Zoomミーティング
１．出席幹事　
出席幹事の数　合計２０名

　幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長西祐亮を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。
【議事の内容】

１　次年度幹事候補者、次年度選考員会候補者のご報告
　　議長：資料１が次年度幹事候補者、資料２が次年度選考委員候補者である。資料１はまだ埋まっていないところがあるが、３月総会までに決めて、総会で選任決議を行う予定である。
　　幹事長：これは例年であるが動きの悪い期もある。期によっては名簿順など決まっているところがあるが、特に統合期で混乱があった。今年どのように決めたか等、次年度執行部に引き継ぎたいと思う。

２　大弁会務報告
　　幹事長：高江副会長が所用で欠席とのことなので、代わりに報告する。実施済みの行事は、資料３のとおり。「福田村事件」の映画上映会は好評であったと聞いている。３月６日には健康保険証の廃止に反対する会長声明が出された。３月２３日にはシンポジウム「今、死刑を考える」があり、映画「望むのは死刑ですが、オウム“大執行”と私」の上映が予定されている・

３　各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会
（１）政策委員会（委員長：松井淑子）
　　　次年度に向けて企画などのフリーディスカッションを行い、資料のとおり年３回程度の企画を考えている。
　　　由良副幹事長：昨日キックオフ食会を行って、次年度の話をした。政治と金の問題、人権救済について企画をしたいとの話がでている。AIと憲法は単年で終わらずに次年度もやったらどうかという話がでている。

（２）研修委員会（委員長：今井力）
２月２６日にヒヤリハット研修を行い、３５名に参加していただけた。
今後の企画としては、来年度に持ち越しになった梅乃宿酒造をenで５～６月実施する。他に、デジタルツール活用研修を企画している。裁判所とのチームズだけではもったいない。データ管理、タスク管理から顧客との連絡ツールまで活用できる。

（３）広報委員会（委員長：松尾洋輔）
毎月１回ニュースレターを発行することができた。
会報は秋号・春号の年２回。春号はすでにデータは完成しており良いものができているのでご覧ください。

（４）親睦委員会（委員長：西田敦）
ラーメンを作る企画を３月２１日に開催する。
来年度の予定も決まった（資料６のとおり）。

（５）若手会（世話役代表：安原邦博）
　　３月１日に６６期追い出しコンパ＆新人歓迎会を開催した。新人に参加いただき、親睦を深められた。

４　会計報告
　　３月１３日時点の報告
　　収入：会費９６４万円、特別拠出金、懇親会会費など　合計１２，３９３，５９６円
　　支出：合計１０，３９８，９５８円
収支差額が１，９９４，６３８円で、繰越金２４，１５０，０４７円の合計２６，１４４，６８５円と通帳残高が一致している。

５　新入会員のお知らせ（７６期・植松峻平会員　弁護士法人えん）
　　資料に記載されている６７期は７６期の誤記である。

６　幹事からの感想
　・zoomだったので参加できた。みなさん熱心で支えて頂いていることを実感した。
　・どういうことを年間を通じてやっているのかわかった。
　・常任幹事は２回ほど経験したが、以降離れていた。ほぼ前回出席した。現在の状況がわかり勉強になった。
　・私が幹事長だったときはコロナだったが、コロナも落ち着いてきて、参加者が戻ってきた。若い人を取り入れることが大事だと思うが、尽力していたと思う。
・このような人らに支えられているのだなと思った。
・WEBのおかげで８割ほど参加できた。
・２回に１回くらいしか参加できず申し訳なかったが、各期幹事を３人で回していかなければ仕方がない状況になっている。動ける限りやっていきたい。
・zoomで出来る限り参加するようにした。Zoomだと発言のタイミングが難しかった。進行については検討していただきたい。発言を増やす努力を、特に若い方に。

７　正副幹事長から一言
由良副幹事長：名ばかり筆頭幹事で、これまで幽霊会員だったが執行部をさせていただいた。政策委員会担当で、税務とかAIとかいろんな分野の勉強になった。また、修習委員でも人とのつながりが出来たり、勉強になった。
溝上副幹事長：広報委員会を担当した。これまでは春秋会のニュースレターとか会報を読んだり読まなかったりしていたが、知らなかったところで働いている人がいることがわかった。幹事会もどんなことをしているのかわかり勉強になった。
足立副幹事長：会計担当をした。春秋会がどのようなことをしているのかわかって勉強になった。
枝川副幹事長：研修委員会を担当した。少し変わった靴みがき研修から、実務に役立つ研修まで、様々な研修に関われた。
中原副幹事長：親睦委員を担当した。その前は嘱託弁護士をやっていた。事務と主体的に担当することは違うんだと実感できた。
議長（西副幹事長）：若手会を担当した。若手の方が沢山活躍しているとこを目の当たりにした。他方、なかなか人が集まらない企画もあった。多くの会員の参加に期待する。
幹事長：各委員会が自発的に活発にやっていただいたので、お任せしていた。幹事長にしかできない３つのこと①お願い、②お礼、③お詫び、をたくさんして、役割を果たしたと思う。
春秋はたくさんいい人材がいて、良い副幹事長を選べた。

８　その他
由良副幹事長：「弁護士情報セキュリティ規程」が施行（６月１日）されると、弁護士等は自らの職務において取り扱う情報について「情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法」を定める必要があるが、不勉強である。MLなどで情報提供をお願いしたい。

　　　　以　　上

